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１．千代田区男女共同参画センターの概要 
 
1-1. 設置目的 
性別による不平等がなく、だれもが自分で生き方を選ぶことができ、その選択が認められて参画でき

る社会の実現を目指していくための活動拠点として、千代田区男女共同参画センターを設置する。 
 

1-2. 施設概要 
1-2-1. 名称 
千代田区男女共同参画センター 

 
1-2-2. 愛称 
ＭＩＷ(ミュウ) 
 Ｍ ：Man＝男性 
 Ｉ ：Intercommunication＝情報や意見の交換 
 Ｗ ：Woman＝女性 
 の頭文字です。公募で区民から寄せられました。 

 
1-2-3. 所在地 
〒102-8688  
東京都千代田区九段南 1-2-1 千代田区役所 10 階 
 

1-2-4. 連絡先 
電話 03-5211-8845 
FAX  03-5211-8846 
相談予約受付電話 03-5211-4316 

 
1-2-5. ホームページ・Eメールアドレス・フェイスブック 

URL https://www.city.chiyoda.lg.jp 
(「暮らし・手続き」→「男女平等・人権」→「男女共同参画センターＭＩＷ」から入る) 
E メールアドレス miw@city.chiyoda.tokyo.jp 
フェイスブック @chiyoda.miw 
 

1-2-6. 利用時間 
月曜日～金曜日 9：00～21：00 
土曜日 9：00～17：00 
※休館日：日曜日、年末年始、国民の祝日 

 
1-2-7. 開設年月日 
平成 10年 10 月 1日 
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1-2-8. 施設規模及び内容 
 
延床面積 330.62 ㎡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附帯設備 

 
 ベビーラックやおむつ交換マット等を備えています。 
         (赤ちゃん・ふらっとマークを掲示) 
 
 
 CHIYODA Free Wi-Fiの利用が可能です。 
                  (一部機種を除く) 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

ＭＩＷ入り口 交流サロン 相談室 
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1-3. 機能 
1-3-1. 相談機能 
夫婦やパートナー、家族との関係、人間関係などに関する問題について、面接・電話で、相談員によ

る一般相談、女性弁護士による法律相談(月 1回)、 LGBTs 相談(月 2回)を行う。 
 

1-3-2. 学習機能 
講演会や講座などの実施により、ジェンダー平等意識の普及・啓発を図り、区民が主体的に活動する

きっかけづくりを行う。 
 

1-3-3. 情報機能 
男女共同参画社会づくりに関する幅広い情報を収集し、情報ライブラリやホームページ、情報誌など、

多様な方法で提供する。また、本・雑誌・視聴覚資料は一部を除いて館外貸出を行う。 
 

1-3-4. 支援機能 
区民の主体的な活動の支援のために、小規模のミーティングや資料・広報誌づくりの作業の場、活動

資料の一時保管の場、情報発信の場などを提供する。 
 

1-3-5. 交流機能 
男女共同参画社会づくりのネットワークを広げ、情報交換や交流の場を提供する。 

 
 
1-4. 組織 
 
 
 
 

地域振興部 
千代田区男女共同参画センター 

(業務委託：㈱生活構造研究所) 国際平和・男女平等人権課 
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２．事業実施状況 
 
2-1. 相談に関わる事業 
2-1-1. 一般相談(面接相談･電話相談) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

対 象 千代田区在住・在勤・在学者 

内 容 
相談員の面接または電話による相談を実施する。※初回相談は電話 
1回 50分 
匿名での相談も 1回限り受付ける。 

日 時 
火・金曜日 16：30～20：30／月・水・木・土曜日 10：30～15：30 
※要予約。 

※託児サービス(生後６ヵ月以上の未就学児/有料/相談日の 2週間前までに申込み)あり 

計 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
293 25 23 26 25 26 24 25 24 24 23 22 26
1172 100 92 104 100 104 96 100 96 96 92 88 104
358 39 31 36 25 28 23 30 36 32 22 25 31

30.5% 39.0% 33.7% 34.6% 25.0% 26.9% 24.0% 30.0% 37.5% 33.3% 23.9% 28.4% 29.8%
面　接 191 23 19 24 11 15 12 14 13 17 16 16 11
電　話 167 16 12 12 14 13 11 16 23 15 6 9 20
10歳代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20歳代 29 4 1 2 2 2 1 4 4 1 2 3 3
30歳代 95 9 9 13 7 6 7 8 9 6 7 6 8
40歳代 120 12 5 8 7 12 10 9 12 13 7 12 13
50歳代 66 9 10 3 7 5 2 8 9 8 2 2 1
60歳代 19 2 2 6 0 3 0 0 1 2 2 0 1
70歳以上 16 2 3 2 1 0 3 1 1 2 1 0 0
不明 13 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 2 5
女　性 331 38 29 34 24 26 21 26 32 28 20 23 30
男　性 27 1 2 2 1 2 2 4 4 4 2 2 1
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生き方 24 6 1 3 2 1 0 1 1 3 1 2 3
くらし 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
夫婦・パートナー 121 13 8 6 12 11 13 11 7 11 6 11 12
子ども 8 1 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0
家族・親族 47 2 3 6 4 8 1 1 4 6 2 4 6
人間関係 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
健康 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
性 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
精神保健 12 1 1 3 1 2 1 0 0 0 1 1 1
仕事・労働 11 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 1 3
ハラスメント 21 0 0 0 0 0 0 4 5 6 4 2 0
DV・デートDV 93 14 15 12 3 5 4 13 16 3 3 1 4
その他の暴力 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
犯罪被害 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ストーカー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 7 2 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0

7 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2

相
談
内
容
分
類
（
主
訴
）

*1：稼働率は、相談1件につき1時間として算出している
*2：対象者以外の申込みや相談日以外に希望があった場合には、関連する他機関の相談窓口を紹介している

年
代

性
別

他機関に紹介*2

方
法

相談日数(日）
相談枠数（時間）
相談件数
稼働率（%) *1



- 5 - 

2-1-2. 法律相談(面接相談･電話相談) 

 
 
 
 
 
 
 
2-1-3. LGBTs 相談(面接相談･電話相談) 

対 象 千代田区在住・在勤・在学者 

内 容 
相談員の面接または電話による相談を実施する。 
1回 50分 
匿名での相談も 1回限り受付ける。 

日 時 毎月第 2・4木曜日 16：30～19：30(3 枠) 
※要予約。 

 
 
 

対 象 千代田区在住・在勤・在学者の女性 

内 容 女性弁護士の面接または電話による法律相談を実施する。 
1回 30分 

日 時 毎月第 2火曜日 13：00～15：30(3 枠) 
※1 人 1回限り。要予約。 

計 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

28 3 2 2 2 2 3 2 1 2 4 3 2

38.9% 50.0% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 50.0% 33.3% 16.7% 33.3% 66.7% 50.0% 33.3%

方 面　接 22 1 2 2 2 2 3 2 1 0 3 3 1

法 電　話 6 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1

相談枠数(時間)

 相談件数(件)

 稼  働  率(%)

計 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

16 1 2 2 3 0 1 0 1 0 2 3 1

44.4% 33.3% 66.7% 66.7% 100.0% 0.0% 33.3% 0.0% 33.3% 0.0% 66.7% 100.0% 33.3%

方 面　接 11 1 2 1 3 0 1 0 0 0 2 1 0

法 電　話 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1

相談枠数(時間)

 相談件数(件)

 稼  働  率(%)
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2-2. 学習に関わる事業 
2-2-1. 講座･講演会 
 ジェンダー平等・男女共同参画意識の普及･啓発を図り、主体的に活動するためのきっかけづくりを目的
として、【ＭＩＷ講座】【ＭＩＷライブラリ・ライブ】【出前講座】を実施する。 
 
【ＭＩＷ講座】 

(1)あなたと一緒に生きている トランスジェンダーのリアル 
 
日  時 4月 27日(水)19：00～20：30 

講  師 遠藤 まめた (えんどう まめた)さん (一般社団法人にじーず代表) 
河上 りさ（かわかみ りさ）さん（語り部YouTuber） 

講座形式 オンライン講座（Zoomウェビナー） 
参加人数 63名(性別は不問)  

講座内容 
トランスジェンダー当事者の声を伝えることを目的に製作された冊子「トランスジェンダーのリ
アル」の製作メンバーである2人の講師から、冊子の内容や製作に至った経緯、トランスジェン
ダーへの差別の現状や支援者にお願いしたいことについて聞く。 

 
(2)千代田区女性史（1996～2020）発刊記念シンポジウム 聞き書きから見る多様な女性たち 
 
日  時 6月 23日(木)18：30～20：30 
ファシリ
テーター 大橋 由香子(おおはし ゆかこ)さん (フリーライター） 

パ  ネ 
リ ス ト 

三浦 まり（みうら まり）さん（上智大学法学部教授） 
江刺 昭子（えさし あきこ）さん（女性史研究者） 
編集委員２名 

会  場 高齢者総合サポートセンターかがやきプラザ1階 ひだまりホール 
参加人数 50名(女性42名、男性8名) 

講座内容 
「千代田区女性史（1996～2020）」の発刊を記念して、そこに登場する千代田区の女性たちのプ
ロフィールを紹介するとともに、女性史の編さんについて語る。男女共同参画週間に関連して実
施。 

 
(3)ジェンダー視点でみる「紅白歌合戦」～歌の世界の男女平等は？～ 
 
日  時 6月 27日(月)13：30～15：00 
講  師 松谷 創一郎 (まつたに そういちろう)さん (ジャーナリスト)  
会  場 高齢者総合サポートセンターかがやきプラザ1階 ひだまりホール 
参加人数 12名(女性9名、男性3名） 

講座内容 
大晦日の風物詩である「紅白歌合戦」について、その歴史を振り返りながら、歌の世界のジェン
ダー格差などについて考える。千代田区男女共同参画センターMIW＆かがやき大学コラボ講演
会として実施。 
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(4)生理があってもなくても知ってほしい、大切な「生理」のこと。  
 
日  時 7月22日(金)19：00～20：30 
講  師 高尾 美穂 (たかお みほ)さん (産婦人科医) 
講座形式 オンライン講座（Zoomウェビナー） 
参加人数 94名(女性90名、男性2名、その他2名） 

講座内容 当事者である女性だけでなく、家族やパートナー、職場や学校などに関わる人にも知ってもらい
たい「生理」についての正しい知識や対処法を、産婦人科医である講師に聞く。 

 
(5)育児クエスト～カードゲームで学ぼう家事・育児～ 
 
日  時 7月 30日(土)10：00～12：00 
講  師 高木 駿 (たかぎ しゅん)さん (主夫ラボ代表) 
会  場 MIW交流サロン 
参加人数 6名(女性3名、男性3名) 

講座内容 
夫婦やパートナー同士で育児カードゲーム「カジークジー」を実際に体験しながら、育児・家事
分担を見える化し、また講師の育児体験を聞くことで、家事・育児の役割分担について考える。
東京青年会議所板橋区委員会協力のもとに実施。 

 
(6)テレワークはわたしたちを働きやすくしたか？～コロナ禍とデジタル化の波の中で～ 
 
日  時 8月 30日(火)19：00～20：30 
講  師 大沢 真知子 (おおさわ まちこ)さん (日本女子大学名誉教授） 
講座形式 オンライン講座（Zoomウェビナー） ※見逃し配信実施 
参加人数 31名(女性26名、男性5名) 

講座内容 コロナ禍で広まったテレワークについて、その実態や、わたしたちの働き方や生活、意識の変化、
浮き彫りになった格差について、調査データを基に、ジェンダーの視点を交えながら考える。 

 
(7)都心で災害にあったら～ビジネス街・繁華街の地域防災を考える～ 
 
日  時 9月 6 日(火)18：30～20：00 
講  師 守 茂昭(もり しげあき)さん (一般財団法人 都市防災研究所理事) 
会  場 千代田区役所4階会議室A・B 
参加人数 17名(女性9名、男性8名) 

講座内容 
大規模地震が 30 年以内に起こるという予測の中、外出先で地震が起こったら、どのように対応
することで安全を確保できるのか。高齢者や子どもなど弱者の視点に立った日ごろからの備えに
ついて、防災の専門講師とともに考える。区の災害対策推進担当から災害対策の情報も紹介。 
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(8)子どもの心が危ない！～面前 DVと児童虐待～ 
 
日  時 11 月 17日(木)19：00～20：30 
講  師 石本 宗子(いしもと むねこ)さん (社会福祉士) 
講座形式 オンライン講座（Zoomウェビナー） ※見逃し配信実施 
参加人数 30名(女性27名、男性3名) 

講座内容 
長年女性支援に携わってきた講師から、DVとは何か、子どもへの心理的虐待に当たるとされる
面前DVとは何かを事例を交えて聞き、暴力・虐待をなくすために周囲の人ができることを考え
る。MIWパープルリボンプロジェクト2022関連講座として実施。 

 
(9)「ルッキズム」と向き合う～見た目って大事ですか？～ 
 
日  時 12 月 2日(金)19：00～20：30 
講  師 西倉 実季(にしくら みき)さん(東京理科大学准教授) 
講座形式 オンライン講座（Zoomウェビナー） ※見逃し配信実施 
参加人数 52名(女性41名、男性 10名、その他1名) 

講座内容 
見た目問題を研究してきた講師に、最近見た目を重視する意味でよく使われている「ルッキズム」
という概念の整理をしてもらい、見た目を重視する社会との向き合い方について聞く。またMIW
から「ルッキズム」についてのアンケートを取り、区内大学生の声を講師から紹介してもらう。 

 
(10)DVと発達障害～相談現場からみえてくるもの～ 
 
日  時 12 月 13日(火)19：00～20：30 
講  師 高橋 郁絵(たかはし いくえ)さん（原宿カウンセリングセンター社会連携主任） 
講座形式 オンライン講座（Zoomウェビナー） ※見逃し配信実施 
参加人数 50名(女性44名、男性5名、その他1名) 

講座内容 実際に相談の現場で活躍する講師と、「DV」と「発達障害」という2つのテーマを切り口として、
理解し合うことや尊重するということはどのようなことなのかを考える。 

 
(11)雑誌「VERY

ヴ ェ リ ィ
」から考える自分らしいライフスタイル 

 
日  時 1月 28日(土)10：00～11：30 

講  師 今尾 朝子（いまお あさこ）さん（VERY統括編集長） 

会  場 千代田区役所4階401会議室 

参加人数 38名（女性38名） ※女性対象講座 

講座内容 
子育て中のママを中心に人気の雑誌『VERY』の編集長をゲストに迎え、紙面の変遷やジェンダ
ー視点について伺いながら、自分らしいライフスタイルについて共に考える。また、講師と区内
子育てママのディスカッションを行う。 
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(12)声をあげ始めた Z世代～わたしたちの社会は、わたしたちが作る～ 
 
日  時 3月４日(土)15：00～16：30 
トーク 
ゲスト 

谷口 歩実（たにぐち あゆみ）さん（「#みんなの生理」共同代表） 
区内大学生のみなさん（Gender

ジ ェ ン ダ ー
 Equality
イクオリティ

 for
フォー

 Sophia
ソ フ ィ ア

、明治大学学生団体） 
講座形式 オンライン講座（Zoomウェビナー） ※見逃し配信実施 
参加人数 25名(女性21名、男性4名） 

講座内容 
生理に関する不平等を解消するために大学在学中から活動を続けてきた講師から話を聞く。ま
た、区内で活動する大学生とともに、自分たちで声をあげ、アクションを起こすことの大切さに
ついて語る。国際女性デー関連講座として実施。 

 
【ＭＩＷライブラリ・ライブ】 
 ＭＩＷライブラリ・ライブは、ＭＩＷ所蔵の図書の中から、著者に本について語ってもらう事業。 
(1)『パパの家庭進出がニッポンを変えるのだ！』の著者にきく、男性の家庭進出が必要不可欠な理由  
 
日  時 5月 20日(金)19：00～20：30 
講  師 前田 晃平(まえだ こうへい)さん(認定NPO法人フローレンス代表室長) 
講座形式 オンライン講座（Zoomウェビナー） 
参加人数 30名(女性21名、男性9名） 

講座内容 
令和4年4月から改正育児・介護休業法が段階的に施行される中で、2か月の育児休業を取得し
た講師の経験談や、男性の育休取得の現状、子育て支援の先駆的事例の紹介などを聞き、男性の
家庭進出の大切さについて考える。 

 
(2)『おとめ六法』の著者にきく、知れば力になる 女性に寄り添う法律 
 
日  時 7月 8 日(金)19：00～20：30 
講  師 上谷 さくら(かみたに さくら)さん (弁護士) 
講座形式 オンライン講座（Zoomウェビナー） 
参加人数 50名(女性44名、男性 6名） 

講座内容 恋愛・しごと・家族に関する様々な場面で役に立つ法律や、その手続きについて解説された『お
とめ六法』の共著者で弁護士の講師に話を聞く。 

 
【出前講座】 
(1)デジタル暴力の被害に遭わないために～まやかしのコミュニケーションに気をつけよう～ 
 
日  時 6月 14日(火)13：30～14：15 
講  師 岡 恵 (おか めぐみ)さん (NPO法人ぱっぷす支援員) 
講座形式 オンライン（YouTube LIVE配信）と会場（東京都立一橋高等学校）での同時開催 
参加人数 302名(東京都立一橋高等学校1、2、4年生) 

講座内容 
スマートフォンや SNS の普及の中で、若年女性や子どもが性被害に遭いやすい現状がある。そ
の現状を解説してもらいながら、トラブルの回避や未然に防ぐために役立つ知識、健康で対等な
コミュニケーションについて、支援者である講師から聞く。 
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(2)偏見や差別を見逃さない社会づくり～人権課題「子ども」と「LGBTs」に着目して～ 
 
日  時 8月 3 日(水) 14：00～16：30 
講  師 大賀 一樹 (たいが かずき)さん (スクールカウンセラー) 

会  場 千代田区役所4階401~403会議室 

参加人数 28名(区内小・中学校人権担当教諭、区内幼稚園教諭、千代田区人権擁護委員) 

講座内容 
実際の学校現場では、どのようにしてセクシュアリティの悩みを持つ児童や生徒に接すれば 
いいのか。児童・生徒の声を直接聞く立場にあるスクールカウンセラーであり、当事者でもあ 
る講師に、具体的な事例を交えた学校現場での支援の在り方について聞く。 

 
(3)経済学を通して考える子育て 
 
日  時 12 月 10日(土)10：30～11：30 
講  師 山口 慎太郎 (やまぐち しんたろう)さん (東京大学大学院教授) 
講座形式 オンライン講座（Zoomウェビナー） ※見逃し配信実施 
参加人数 19名(麹町小学校PTA) 

講座内容 
「家族の経済学」を専門とする講師に、出産、育児、子育て支援に関するトピックを、経済学に
基づいた分析や最新のデータを交えながら、現在子育て中の親に向けてわかりやすく講義しても
らい、子育ての現状や少子化対策について考える。 
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2-2-2. 展示 
 ジェンダー平等意識の普及・啓発、男女共同参画社会への理解・協力を促す。 
 
(1)『千代田区女性史（1996～2020）』関連展示 
 

期    間 6月 23日(木)～7月 2 日(土) 9：00～21：00 
※土曜日は 17：00まで 

会  場 
ＭＩＷ交流サロン 
※6 月 23 日(木)「千代田区女性史（1996～2020）発刊記念シンポジウム」当日は、高齢者総合
サポートセンターかがやきプラザ1階 ひだまりホールで展示 

展示内容 『千代田区女性史（1996～2020）』の冊子に登場する千代田区の女性たちの等身大の姿を紹介。 

 
(2)パープルリボンプロジェクト 2022～私たちが暴力のない世界をつくる一員～ 
 

趣  旨 

“女性に対する暴力をなくす運動”期間(11 月 12 日～25 日)に合わせ、パープルリボンキル
トや関連図書の展示のほか、MIW Facebook で画像や動画を使ったパープルリボン関連記
事を配信。区内各所でキャンペーンを展開。区で展開する子ども、高齢者、障害者などへの
虐待をなくすためのW

ダブル

(オレンジ・パープル)リボンキャンペーン(11 月 1 日～12 月 10 日)
との合同イベントも開催。 

期  間 11 月 12日(土)～11月 25日(金) 
※W リボンキャンペーン関連展示は 11月 1日(火)～12月 10 日(土) 

事業･展示
の内容 

 
＜企画展示『本や DVDからわかる「NO！暴力／虐待」』＞ 
暴力や虐待に関する本・DVD を展示。 
【期  間】11月 12日(土)～11月 25 日(金) 
【会  場】ＭＩＷ交流サロン 
 
＜Facebook でもパープルリボンキャンペーン＞ 
DV 防止や性暴力防止に関する本や関連映像の URL、パープルリボンキルトをコメント付
きで紹介。一般から募ったむらさき色の写真を掲載。 
【期  間】11月 12日(土)～11月 25 日(金) 
 
＜ＭＩＷをむらさき色にデコレーション＞ 
ＭＩＷをむらさき色に飾って、女性への暴力防止をアピール。パープルリボンキルトをはじ
め、一般から募ったむらさき色の写真やパープルリボンを持ったみゅうじろうなどを展示。 
【期  間】11月 12日(土)～11月 25 日(金)  
【会  場】ＭＩＷ交流サロン、ＭＩＷ情報ライブラリ 
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事業･展示
の内容 

＜オレンジ・パープルリボンツリー展示＞ 
子ども、高齢者、障害者などへの虐待をなくすための運動との合同イベントとして、区役所
内にオレンジ・パープルリボンツリーを展示 
【期  間】11月 1日(火)～12月 10 日(土) 
【設置場所】区役所 1階(エントランス)・2階(総合窓口課)・ 
10 階(男女共同参画センターMIW)、児童・家庭支援センター、 
かがやきプラザ 1階、障害者よろず相談MOFCA

モ フ カ

、区立児童館 
 
＜W

ダブル

(オレンジ・パープル)リボンキャンペーン広告掲示＞ 
地域福祉交通「風ぐるま」車内にキャンペーン広告を掲示。 
 
＜その他関連事業＞ 
・MIW 講座「子どもの心が危ない！～面前 DVと児童虐待～」 

(11月 17日（木）実施)p.8参照 
・MIW カフェ「しんぐるまざーずカフェ～気になるお金のハナシ～」 

(11月 19日（土）実施)p.26 参照 

 
(3)国際女性デー2023 MIWキャンペーン 
 

期    間 2月 27日(月)～4月 22日(土) 
※各展示先によって期間は異なる 

会  場 
千代田図書館、日比谷図書文化館、障害者よろず相談 MOFCA、梨の木舎水道橋あめにてぃ
CAFÉ、有楽町マルイ、区内書店（5店舗） 
※有楽町マルイでは、「N・E・O

ネ オ
フェス」に参加。 

展示内容 国際女性デーに関する本や MIW の紹介。※有楽町マルイではその他、MIW 祭り紹介パネルを
展示、またMIW紹介動画を再生。 
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(4)館内展示 
 

趣 旨 男女共同参画に関する話題を視覚的にわかりやすく掘り下げて伝える。ＭＩＷの事業である講
座などに合わせ、情報ライブラリの中から関連資料の紹介や、内閣府のお知らせ等の紹介。 

会 場 ＭＩＷ交流サロン、情報ライブラリ 
 
期間 展示テーマ(関連ある講座・イベント) 

4月 
講座関連図書(神保町でジェンダーを語ろう、親子上映会)、ラ
イブラリニュース「みゅう」No.93、みゅうじろうのオススメ
本 

【常設展示】 
・ＭＩＷの設置目的、機能 
・ＭＩＷ開設 20周年記念
年表 

・ＭＩＷ･千代田区･各地の
男女共同参画関連のイベ
ントのお知らせ 

・登録団体からのお知らせ 
・隔週で内閣府男女共同参
画局からのメールマガジ
ンを掲示 

・MIW 祭り関連展示 

5月 
講座関連図書(あなたと一緒に生きている トランスジェンダ
ーのリアル)、ライブラリニュース「みゅう」No.93、みゅうじ
ろうのオススメ本 

6月 
講座関連図書（男性の家庭進出が必要不可欠な理由、ほのぼの
スポット Rainbow）、「千代田区女性史（1996～2020）」関連図
書、ライブラリニュース「みゅう」No.93、みゅうじろうのオ
ススメ本 

7月 
講座関連図書(ジェンダー視点でみる「紅白歌合戦」、知れば力
になる 女性に寄り添う法律)、ライブラリニュース「みゅう」
No.94、みゅうじろうのオススメ本 

8月 講座関連図書(大切な「生理」のこと、育児クエスト)、ライブ
ラリニュース「みゅう」No.94、みゅうじろうのオススメ本 

9月 
講座関連図書(テレワークはわたしたちを働きやすくしたか、
都心で災害にあったら、ほのぼのスポット Rainbow)、ライブ
ラリニュース「みゅう」No.94、みゅうじろうのオススメ本 

10 月 
講座関連図書(第 10回 MIW 祭りメインイベント演劇「りつと
にじのたね」）、ライブラリニュース「みゅう」No.95、MIW 祭
り関連展示（川柳コンテスト応募作品一覧）、みゅうじろうの
オススメ本 

11 月 
ＭＩＷパープルリボンプロジェクト 2022関連展示、講座関連
図書(子どもの心が危ない！、しんぐるまざーずカフェ)、ライ
ブラリニュース「みゅう」No.95、みゅうじろうのオススメ本 

12 月 
W リボンキャンペーン関連展示、講座関連図書（「ルッキズム」
と向き合う、DVと発達障害）、ライブラリニュース「みゅう」
No.96、みゅうじろうのオススメ本 

1月 講座関連図書(ほのぼのスポット Rainbow）、ライブラリニュ
ース「みゅう」No.96、みゅうじろうのオススメ本 

2月 
講座関連図書(雑誌『VERY』から考える自分らしいライフスタ
イル）、ライブラリニュース「みゅう」No.96、みゅうじろうの
オススメ本 

3 月 
講座関連図書(声をあげ始めた Z 世代～わたしたちの社会
は、わたしたちが作る～)、国際女性デー関連展示、ライブ
ラリニュース「みゅう」No.97、みゅうじろうのオススメ本 

 
(5)出張展示 

期 間 令和 4年 4月 1日(金)～令和 5年 3月 31 日(金) ※通年展示 

会 場 東京ウィメンズプラザ 
内 容 ※令和 4年 11月より、ＭＩＷ事業紹介パワーポイントを展示・ＨＰにて公開 
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2-3. 情報に関わる事業 
2-3-1. 図書･資料の収集･貸出 
 

目 的 ジェンダー平等・男女共同参画に関する図書、行政資料、雑誌、DVD等の閲覧･貸出を
行う。 

蔵書数 

図書･行政資料 
雑誌 
ＡＶ資料 

7,931 
301 
252 

冊 
冊 
点 

 

蔵書合計数 8,484 冊 

館外貸出 
図書・雑誌は5冊まで(区内在住者は10冊まで)。DVD・ビデオは2本まで。ともに貸
出期間は2週間。 ただし禁帯図書、雑誌の最新号は貸出不可。（一部資料は館内閲覧の
み。） 

他図書館との連携 
区内の6つの図書館(室)との図書館ネットワークにより、他館へのＭＩＷ蔵書の検索・
予約・貸出サービスを行っている。また千代田区立図書館以外からの協力貸出の依頼
にも応じている。 

貸出券新規登録者数 44 名 

図書･資料貸出人数 1,445 名 

図書･資料貸出冊数 2,205 冊 
※3 月 1日～11日はシステムリプレイスのため、図書・資料の貸出・返却を休止。 
 

ＭＩＷライブラリは、下記のような項目で分類している。 
Ａ 基本資料･参考図書 Ｊ 生活･社会･福祉 
Ｂ 生き方 Ｌ 芸術･表現･文学 
Ｃ 歴史･地理 Ｎ 絵本・児童文学 
Ｄ 人権･法律･政治 Ｏ コミック 
Ｅ 仕事 Ｗ ブックレット 
Ｆ ジェンダーに関する学問･研究 Ｘ 文庫 
Ｇ 結婚･家族 Ｙ 新書 
Ｈ 性･からだ  雑誌 
Ｉ 子ども･教育 

  ＜情報ライブラリの分類に関する配架情報＞ 
 
 (窓側) 

 Ｎ   

Ｃ 

 

 
Ｄ 

Ｌ 

 

Ｂ 
Ｃ Ｆ 

Ｅ 
情報ライブラリ 

Ａ Ｇ Ｆ 
図書展示スペース Ｏ 

 

  Ｈ 
Ｊ／Ｉ  

Ｗ／Ｘ／Ｙ／DVD 
雑
誌  

 入り口 交流サロン   
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2-3-2. ホームページ・メールマガジン・フェイスブックの運営 
 
目 的 センターの利用案内、主催事業等に関するお知らせを提供する。 

 
＜ホームページ＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 URL：https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/danjo/miw/ 
 
＜メールマガジン＞ 
 ＭＩＷメールマガジンは、広報千代田に掲載されたＭＩＷの事業情報について、ホームページの登録
フォームから予め登録している希望者に配信している。(登録者 425名 令和 5年 3月末現在) 
 
＜フェイスブック＞ 
 ＭＩＷが実施する講座・イベントの案内・報告を中心に発信する。 
 URL：https://www.facebook.com/chiyoda.miw/ 
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2-3-3. 情報誌「ＭＩＷ通信」 
 

目  的 ジェンダー平等意識の啓発、女性のエンパワーメント支援など男女共同参画に関する様々な問題
提起を行うとともに、千代田区の男女平等施策やセンターの事業を紹介する。 

発行回数 年 2 回 
発行部数 1,500部 

体  裁 A4判 12頁、フルカラー刷 (基本体裁) 

配 布 先 ＭＩＷ交流サロン、区内出張所・関連機関、区内関連部署、民生・児童委員、町会長・女
性・婦人部長、都内の男女共同参画に関わる施設、その他自治体・大学等 

 
①「ＭＩＷ通信」第 51号(令和 4年 8月 31日発行) 
主な内容 
・特集 1 千代田区女性史（1996～2020）発刊 過去・現在・未来の女性たちへの 
エール 
シンポジウム「聞き書きから見る多様な女性たち」 
聞き書きの可能性 編集委員 座談会 

・特集 2 本のまちで、映画のまちで 繋がるバトン 
  ありがとう岩波ホール 
  韓国と日本の懸け橋 ブックカフェ・チェッコリ 
 
②「ＭＩＷ通信」第 52号(令和 5年 3月 31日発行) 
主な内容 
・特集 1 「虹色になる」―これからのパートナーシップ  
  対談 メキシコ大使と語る虹色のメキシコと日本 
  日本の総合 LGBTQ＋センター プライドハウス東京レガシー 

LGBTQ フレンドリー企業 ライフネット生命保険 
・特集２ 本のまちで、映画のまちで 繋がるバトン 
  神保町から世界へ「東京神田神保町映画祭実行委員会」 

街中の居場所のブックカフェ「梨の木舎」  
絵本の読み聞かせ「ブックハウスカフェ」 

 
2-3-4. ライブラリニュース「みゅう」 
 
目  的 情報ライブラリで所蔵する図書・ビデオ・DVDなどの資料を紹介し、利用を促進する。 

発行回数 年 4 回 

発行部数 800部 

体  裁 A3判2つ折、4色刷 
 
①「みゅう」第 94 号(令和 4年 7月発行) 
②「みゅう」第 95 号(令和 4年 9月発行) 
③「みゅう」第 96 号(令和 4年 12月発行) 
④「みゅう」第 97 号(令和 5年 3月発行) 
  



- 17 - 

2-3-5. ＭＩＷビデオサロン  
 

目  的 ビデオ･DVD を上映し、男女共同参画の意識啓発を図るとともに、ＭＩＷ所蔵ビデオ･DVD を
紹介する。 

会  場 ＭＩＷ交流サロン 

定  員 各回15名 

参加者数 延べ 83名(女性 63名、男性 18名、その他 2名) 

※終了後、映画の感想を語り合う交流会を開催 
 
第1回  
日  時 4月15日(金) ① 14：30～ ② 18：30～ 

上映作品 ビッグ・アイズ ／ 監督：ティム・バートン 
2014年(アメリカ) ／ 上映時間 106分 

参加者数 ① 10名(女性 7名、男性 3名) ② 8名(女性 6名、男性 1名、その他１名) 
 
第2回  
日  時 ６月17日(金) ① 14：30～ ② 18：30～ 

上映作品 姉妹よ、まずかく疑うことを習え ／ 監督：山上千恵子 
2011年(日本) ／ 上映時間76分 

参加者数 ① 5名(女性 4名、男性1名) ② 9名(女性 7名、男性 2名) 
 
第3回  
日  時 8月19日(金) ① 14：30～ ② 18：30～ 

上映作品 わたしたち ／ 監督：ユン・ガウン 
2015年(韓国) ／ 上映時間94分 

参加者数 ① 5名(女性 3名、男性2名) ② 4名(女性 3名、男性 1名) 
 
第4回  
日  時 10月21日(金) ① 14：30～ ② 18：30～ 

上映作品 サンドラの週末 ／ 監督：ジャン＝ピエール・ダルデンヌ，リュック・ダルデンヌ  
2014年(ベルギー・フランス・イタリア) ／ 上映時間95分 

参加者数 ① 9名(女性 6名、男性 3名) ② 3名(女性3名、男性0名) 
 
第5回  
日  時 12月16日(金) ① 14：30～ ② 18：30～ 

上映作品 燃ゆる女の肖像 ／ 監督：セリーヌ・シアマ 
2019年(フランス) ／ 上映時間122分 

参加者数 ① 10名(女性 7名、男性 3名)  ② 8名(女性 6名、男性 1名、その他 1名) 
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第6回  
日  時 2月17日(金) ① 14：30～ ② 18：30～ 

上映作品 21世紀をゆく そよさんへ ／ 監督：天衣織女 
2021年(日本) ／ 上映時間80分 

参加者数 ① ６名(女性 6名)  ② 6名(女性 5名、男性 1名) 
 
2-3-6. ＭＩＷ親子上映会&読み聞かせ 
 

目  的 親と子、祖父母と孫が一緒に楽しめるＤＶＤ作品の上映と読み聞かせを実施する。父親の参加も
促し、親子家族で楽しめる場を提供し、ＭＩＷの周知を図る。 

会  場 ＭＩＷ交流サロン 

定  員 各回親子4組 ※乳幼児～小学校低学年向け 

参加者数 延べ 48名(親子 16組／うち女性 34 名、男性 14名) 

※終了後、情報を語り合う交流会を開催 
 
日  時 8月 20日(土) ① 10：30～11：30 ② 14：30～15：30  

上映作品 
はらぺこあおむし 
原作：エリック・カール、監督：アンドリュー・ガフ  
上映時間約 33分 

参加者数 ① 12 名(女性 8名、男性 4名) ※親子 4組(大人 6名、子ども 6名) 
② 12 名(女性 10 名、男性 2名) ※親子 4 組(大人 4 名、子ども 8名) 

 
日  時 3月 11日(土) ① 10：30～11：30 ② 14：30～15：30  

上映作品 
うっかりペネロペ ペネロペ、かずをかぞえる編 
原作：アン・グットマン＆ゲオルグ・ハレンスレーベン、監督：高木淳 
上映時間約 30分 

参加者数 ① 14 名(女性 11名、男性 3名) ※親子 4 組(大人 6 名、子ども 8名) 
② 10 名(女性 5名、男性 5名) ※親子 4組(大人 5名、子ども 5名) 
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2-4. 支援に関わる事業 

 
ＭＩＷ登録団体一覧 

(登録順／令和 5 年 3 月末現在) 

  

目 的 男女共同参画に資する活動をしている区民や団体の登録申請等受付事務及び活動を支援す
る。 

内 容 
小規模な会合の場(ミーティングルーム)、資料・広報誌づくり等作業を行うための場(コピ
ー機)、活動諸資料の一時保管の場(グループロッカー)、情報発信の場(展示スペース、ニ
ューズレター配架)を提供する。 

団体登録 
要件 

【活動目的】 男女共同参画社会の実現に資すること 
【代 表 者】 在住・在勤・在学者のいずれか 

(2022年 1月 5
日改訂) 

【構 成 員】 在住・在勤・在学者を主な構成員とした 5人以上の団体であること 
【そ の 他】 ＭＩＷ祭り及びＭＩＷの事業に参加すること 

禁止事項 

次のことがらを目的とした利用はできない 
＊営利を目的とした利用(物品等の販売・契約・宣伝活動含む) 
＊一般に参加者を募集しての有料による講習会、セミナー等の開催による利用 
 (ただし、教材費等の実費相当分を除く) 
＊公の秩序、善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき 
＊管理上、利用に支障があると認められるとき 

登録団体数 18 団体(令和 5年 3月末現在) 

団体名 団体名 

1 ちよだ女性団体等連絡会 10 キララシャイニング 

2 千代田区女性史サークル 11 家庭栄養研究会 

3 ホームヘルパー全国連絡会 12 NPO 法人国際朗読ことば協会 

4 ななかまど 13 障がいをもつ子どもの現在
い ま

と未来を考える会 

5 NPO 法人エガリテ大手前 14 千代田日本語学習支援グループ 

6 すずらんの会 15 NPO 法人いろどりキャリア 

7 Smile
ス マ イ ル

研究会 16 Chiyoda
ち よ だ

 update
アップデート

 

8 一般社団法人裁判員ネット 17 人権を考える会 

9 九段労務研究会 18 Gender
ジ ェ ン ダ ー

 Equality
イクオリティ

 for
フォー

 Sophia
ソ フ ィ ア
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2-５. 交流に関わる事業 
2-5-1. 第 10回ＭＩＷ祭り 
 
テーマ 色とりどりの幸せのカタチ 

期 間 9月 30日(金)12：00～20：00、10 月 1日(土)10：00～14：00 

会 場 千代田区役所 1 階区民ホール、10 階 MIW（交流サロン・ミーティングルーム） 

参加人数 

827名(女性 547名、男性 280名) 

9月 30日(金) 567 名(女性 393 名、男性 174 名) 

10 月 1日(土) 260名(女性 154名、男性 106 名) 

趣 旨 
男女共同参画社会を目指して活動するＭＩＷの登録団体が作るイベントで、「誰もが生き
やすい、男女共同参画社会」について楽しみながら学び、周知するとともに、登録団体や
参加団体が相互に交流を深める。 

MIW 祭り 
メイン 
イベント 

「演劇『りつとにじのたね』 Presented by 演劇集団 LGBTI 東京」 
日  時 9月 30 日(金)18：30～20：00 
ファシリテーター あいさん（臨床心理士・公認心理師） 
会  場 千代田区役所 1階区民ホール 
参加人数 42名（性別は不問） 
内  容 前半は LGBTs の表現者を中心に構成された劇団が、「多様性を考える教育の

会」のながみつまきさんの絵本「りつとにじのたね」を上演。後半は演劇の出
演者と LGBTs の支援を専門とするファシリテーターとのディスカッションを
実施。 

実行委員会 

毎月最終木曜日（18：30～）、ＭＩＷ交流サロンとオンラインにて開催（４月～8月） 
【実行委員長】 森永 伊紀さん(ホームヘルパー全国連絡会) 
【副実行委員長】西川 智子さん(ちよだ女性団体等連絡会) 

橋本 和代さん(九段労務研究会) 
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＜令和 4年度パンフレット＞ 
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＜令和 4年度パンフレット＞ 
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＜令和 4年度パンフレット＞ 
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＜令和 4年度パンフレット＞ 
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2-5-2. その他の事業 
【千代田区男女共同参画社会推進事業】 
お互いの個性や能力を尊重し、認め合う「男女共同参画社会」の実現を目指した企画を募集し、区の支
援のもと事業を行う。 
 
(1) セミナー「セクシュアルハラスメントを経験・目撃したらどう行動できる？～安心で安全な介入方
法５Dを学ぶ～」 
主催：NPO法人エガリテ大手前 

 
日  時 1月 21日(土)10：00～12：00 

講  師 小川 優 (おがわ ゆう)さん (一般社団法人 Voice Up Japan Get Up Japan プロジェクトリーダ
ー） 

講座形式 オンライン講座（Zoomミーティング） 
参加人数 7名（女性 5名、男性 1名、その他 1名） 

内  容 セクシュアルハラスメントを経験・目撃した時に安全に対処できる方法として、５Dという介入
法を学び、ディスカッションを交えながら実際のシナリオに基づいた実践練習を行う。 

 
(2) 仕事・子育てに役立つ伝わる話し方、聴き方～対話のあるつながりへ～ 
主催：Chiyoda update 

 
日  時 2月 4 日(土)13：00～15：00 
講  師 橋本 恵子 (はしもと けいこ)さん (ことのはスクエア) 
講座形式 オンライン講座（Zoomミーティング） 

参加人数 22名（女性 18名、男性2名、その他2名） 

内  容 元アナウンサーかつキャリアコンサルタントである講師によるレクチャーと参加者同士のディ
スカッションを通して、さまざまな場面のコミュニケーションについて実践を交えながら学ぶ。 

 
【ＭＩＷカフェ】 
LGBTs当事者・支援者や、子育て世代、シングルマザーの交流の場として実施。 
 
(1) LGBTQsのためのほのぼのスポット Rainbow 

LGBTQs 当事者と ally（アライ：LGBTQsを理解し支援をする人）を対象に、ファシリテーターと一
緒に気軽におしゃべりをする癒しの場。 
 
第 1 回 
日  時 5月 26日(木)14：00～16：00 
ファシリ
テーター 鈴木 茂義 (すずき しげよし)さん (プライドハウス東京レガシースタッフ) 

会  場 ＭＩＷミーティングルーム 
参加者数 5名（性別は不問） 
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第 2 回 
日  時 9月 8 日(木)14：00～16：00 
ファシリ
テーター 

丸山 真由 (まるやま まさよし)さん 
（ＮＰＯ法人共生社会をつくる性的マイノリティ支援全国ネットワーク） 

テーマ 話してみたい！性自認や性表現の“もやもや” 
会  場 ＭＩＷミーティングルーム 
参加人数 1名（性別は不問） 

 
第 3 回 
日  時 1月 12日(木)14：00～16：00 
ファシリ
テーター 岩﨑 德子(いわさき のりこ)さん（日本女子大学ジェンダー・セクシュアリティ専門相談員）  

テーマ どうやって選ぶ？これからの生き方・キャリア 
会  場 ＭＩＷミーティングルーム 
参加人数 2名（性別は不問） 

※第 2回および第 3回は、初回参加者を優先して申込を受付け。 
 
 (2) みゅうじろうワークショップ／水引みゅうじろうを作ろう！ 
子育て世代を始め様々な人たちが手作業に夢中になり、日々の忙しい時間の中でほっと一息つける場。 
水引で、ＭＩＷマスコットキャラクターみゅうじろうのブローチを作る。 
 
第1回  
日  時 7月13日(水)10：30～11：15 

場  所 万世橋区民館6 階 千代田区社会福祉協議会アキバ分室 開放スペース「みりおん」  

参加者数 2名(女性 2名、男性 0名) 
 
第2回  

日  時 ① 9月30日(金) 14：00～14：45 
② 10月1日(土) 10：00～10：45 

場  所 ＭＩＷ交流サロン ※第10回ＭＩＷ祭り（p.20参照）内のイベントとして実施 

参加者数 ① 3名(女性 3名、男性 0名) ② 1名(女性1名、男性 0名) 
 
 (3) しんぐるまざーずカフェ～気になるお金のハナシ～ 
 
シングルマザー、またはその予定のある女性たちが、まもられた空間で安心して集い、役立つ知識や情報を得る
ことのできる場。 
日  時 11月19日(土) 14：00～15：30 

ゲスト 東京都ひとり親家庭支援センターはあと職員 

場  所 ＭＩＷミーティングルーム 

参加者数 4 名(女性 4 名) ※18 歳未満のお子さんがいるシングルマザー、またはその予定のある女性対
象 
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3．運営協議会の実施状況 
 

設置目的 区民と行政が協力して問題解決に取り組む、活力ある実践的な活動の場とするため、センター事業の企画及び運営等に関する協議を行う。 

委員構成 
＊区内在住・在勤者及びＭＩＷ登録団体等から選出された 6 名 
＊センター職員 2名 
＊国際平和・男女平等人権課 2名 

委員任期 2年 

開催回数 年間 3回 
 
＜概要＞ 

日 時 概 要 

第 1 回 
7月 19日(火) 

18：30～19：50 

①令和 3年度事業報告について 
②令和 4年度事業計画について 
③その他 

第 2 回 
12 月 8日(木) 

18：30～19：35  

①令和 4年度事業経過報告について 
②男女共同参画センターMIW運営業務事業者の公募について  
③その他 

第 3 回 
3月 20日(月) 

18：30～19：55  
①令和 4年度事業報告及び令和 5年度に向けての課題について 
②その他 

 
 

 選出団体等 氏 名 

委 員 
(敬称略) 

公募  北 奈央子 鈴木 清江 中谷 ゆう 吉村 美和子 

Smile
ス マ イ ル

研究会  清水 蒔絵 

九段労務研究会  本間 敬孝 

ＭＩＷ職員  田口 裕希子 田村 伴子 

国際平和･男女平等人権課  小川 久美子 古庄 啓子 

事務局 国際平和･男女平等人権課  根本 有紀美 
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（1）施設の利用状況及び事業参加者数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

　

　

　
　
　

 
 

 

　

　

　

　

　
　
　

 
 

 

　

　

　

 

　

　

 
 

　

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和 5 年 3 月 31 日現在 

＜事業参加者数＞ 

計 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
293 25 23 26 25 26 24 25 24 24 23 22 26

女性 5,477 377 341 469 493 430 750 597 381 477 346 341 475
男性 4,501 298 236 333 334 377 497 457 411 441 352 330 435

その他 480 64 9 305 5 6 54 14 1 6 9 5 2
計 10,458 739 586 1,107 832 813 1,301 1,068 793 924 707 676 912

団体数 250 22 16 16 14 19 17 26 28 28 22 16 26
人数 1,129 99 67 88 64 87 76 119 120 122 92 70 125
一般 358 39 31 36 25 28 23 30 36 32 22 25 31
法律 16 1 2 2 3 0 1 0 1 0 2 3 1

LGBTs 28 3 2 2 2 2 3 2 1 2 4 3 2
計 402 43 35 40 30 30 27 32 38 34 28 31 34

（うちDV）*1 (188) (23) (17) (18) (11) (12) (15) (22) (21) (12) (11) (12) (14)

新規 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
抹消 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

登録数 ― 18 18 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18
(人、冊)

44 5 1 4 6 4 3 2 4 3 4 5 3
1,445 154 127 161 99 104 108 114 115 143 105 134 81
2,205 229 202 235 162 162 153 170 185 214 157 210 126

*1  (うちDV)欄は、主訴・従訴のDVにデートDVも含めた件数。また、DVに関する一般相談・法律相談・LGBTs相談を合わせた件
*2   3月1日～11日は千代田区立図書館のシステム更新のため、資料の貸出・返却は休止。

開館日数

利
用
者
数

合計

(内)ミーティング
ルーム

貸出券新規登録者数
図書・資料貸出人数*2
図書・資料貸出冊数*2

相談件数(件)

登録団体数(件)

千代田図書館

(人）
合計 女性 男性 その他

あなたと一緒に生きている　トランスジェンダーのリアル 63 ― ― 63
千代田区女性史（1996～2020）発刊記念シンポジウム　聞き書きから見る多様な女性たち 50 42 8 0
ジェンダー視点でみる「紅白歌合戦」～歌の世界の男女平等は？～ 12 9 3 0
生理があってもなくても知ってほしい、大切な「生理」のこと。 94 90 2 2
育児クエスト～カードゲームで学ぼう家事・育児～ 6 3 3 0
テレワークはわたしたちを働きやすくしたか？～コロナ禍とデジタル化の波の中で～ 31 26 5 0
都心で災害にあったら～ビジネス街・繁華街の地域防災を考える～ 17 9 8 0
子どもの心が危ない！～面前DVと児童虐待～ 30 27 3 0
「ルッキズム」と向き合う～見た目って大事ですか？～ 52 41 10 1
DVと発達障害～相談現場からみえてくるもの～ 50 44 5 1
雑誌「VERY(ヴェリィ)」から考える自分らしいライフスタイル 38 38 ― ―
声をあげ始めたZ世代～わたしたちの社会は、わたしたちが作る～ 25 21 4 0

ＭＩＷライブラリ・ライブ「おとめ六法」の著者にきく、知れば力になる　女性に寄り添う法律 50 44 6 0
出前講座　デジタル暴力の被害に遭わないために～まやかしのコミュニケーションに気をつけよう～ 302 ― ― 302
出前講座　偏見や差別を見逃さない社会づくり～人権課題「子ども」と「LGBTs」に着目して～ 28 ― ― 28
出前講座　経済学を通して考える子育て 19 ― ― 19
LGBTQsのためのほのぼのスポットRainbow 8 0 0 8
みゅうじろうワークショップ／水引みゅうじろうを作ろう！ 4 4 0 0
しんぐるまざーずカフェ～気になるお金のハナシ～ 6 6 0 0

83 63 18 2
48 34 14 0

827 547 280 0
42 ― ― 42

7 5 1 1

22 18 2 2

1,944 1,092 381 471

30 21 9 0

事業名

ＭＩＷビデオサロン

講
　
座

令和4年度事業参加者（延）合計*1

第10回MＩＷ祭りメインイベント　演劇「りつとにじのたね」Presented by 演劇集団LGBTI東京

ＭＩＷライブラリ・ライブ「パパの家庭進出がニッポンを変えるのだ！」の著者にきく、男性の家庭
進出が必要不可欠な理由

ＭＩＷ親子上映会＆読み聞かせ

　　*1　 性別を問わない事業・出前講座の参加者については、すべての参加者の性別を「その他」に算入

千代田区男女共同参画社会推進事業
仕事・子育てに役立つ伝わる話し方、聞き方～対話のあるつながりへ～

第10回ＭＩＷ祭り(登録団体共催)

千代田区男女共同参画社会推進事業
セミナー「セクシュアルハラスメントを経験・目撃したらどう行動できる？～安心で安全な介入方法５D
を学ぶ～」

カ
フ
ェ
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（2）利用状況の推移(平成 19 年度～令和 4年度)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  （注）「利用者数」は交流サロン利用者、ミーティングルーム利用者、事業参加者、相談者を含む 

平成 19 年 5 月にセンターは「ちよだパークサイドプラザ」から「千代田区新庁舎」へ移転 
   平成 23 年度は東日本大震災の影響により 4 月、7 月、8 月、9 月は午後 5 時で閉館、5 月、6 月は午後 8 時で閉館 
   平成 27 年 4 月から法律相談が加わった  
   令和 2 年 4 月から LGBTs 相談が加わった 
   令和 2 年度、令和 3 年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、サービス縮小、短縮開館及び閉館の措置を取った 
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（3）千代田区男女共同参画センター条例 
 
（趣旨） 

第１条 この条例は、千代田区男女共同参画センター（以下「センター」という。）の設置及び管理について必要

な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 男女共同参画社会の実現に資するため、区民その他の地域構成者の活動の拠点施設として、センタ

ーを次のとおり設置する。 

 

 

 

（平 18 条例 45・一部改正） 

（事業） 

第３条 センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(１) 男女平等に係る情報の収集及び発信に関すること。 

(２) 男女平等意識の普及及び啓発に関すること。 

(３) 団体及び個人の交流並びに諸活動の促進及び支援に関すること。 

(４) 男女平等に係る相談に関すること。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めること。 

（利用できる者） 

第４条 センターを利用できる者は、次のとおりとする。 

(１) 区内に住所を有する者 

(２) 区内に在勤し、又は在学する者 

(３) 前２号に規定する者を主な構成員とする団体 

(４) 前３号のほか、区長が特に認める者 

（施設） 

第５条 センターには、情報ライブラリ、交流サロン、相談室その他必要な施設を設けるものとする。 

（利用の手続） 

第６条 センターの利用の手続については、千代田区規則（以下「規則」という。）で定める。 

（使用料） 

第７条 センターの利用は、無料とする。 

（利用制限等） 

第８条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を制限し、又は停止することができ

る。 

(１) センターを利用する者（以下「利用者」という。）が、センター内において、第２条の設置目的に反する行為を

行ったとき又は行おうとするとき。 

(２) 利用者が、センター内において営利を目的とする行為を行ったとき又は行おうとするとき。 

(３) 利用者が、センターの秩序を乱すおそれがあるとき。 

名称 位置 

千代田区男女共同参画センター 東京都千代田区九段南一丁目２番１号 
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(４) センターの管理上支障があるとき。  

(５) その他区長が特に必要があると認めるとき。 

（損害賠償の義務） 

第９条 自己の責に帰すべき事由により、センターに損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。

ただし、区長がやむを得ない事情があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。 

（委任） 

第 10 条  この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成 10 年 10 月１日から施行する。 

附 則（平成 18 年 12 月 11 日条例第 45 号） 

この条例は、千代田区役所の位置を定める条例（平成 15 年千代田区条例第 23 号）の施行の日から施行す

る。 
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（4）千代田区男女共同参画センター条例施行規則 
 

第１条 この規則は、千代田区男女共同参画センター条例（平成 10 年千代田区条例第９号。以下「条例」とい

う。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（利用時間） 

第２条 千代田区男女共同参画センター（以下「センター」という。）の利用時間は、次のとおりとする。ただし、区

長が必要と認めるときは、これを変更することができる。 

(１) 月曜日から金曜日まで 午前９時から午後９時まで 

(２) 土曜日 午前９時から午後５時まで 

（休館日） 

第３条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に

休館日を定めることができる。 

(１) 日曜日 

(２) 国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日 

(３) 12 月 29 日から翌年の１月３日までの日（前２号に掲げる日を除く。） 

（団体の登録等） 

第４条 条例第４条第３号に規定する団体（以下「団体」という。）が次の各号に掲げる要件を備えるときは、団体

の登録をすることができる。 

(１) 団体としての活動目的が男女共同参画社会の実現に資するためのものであること。 

(２) 団体の代表者が千代田区内に住所若しくは勤務先を有し、又は千代田区内の学校に在学していること。 

(３) 構成員が５人以上であること。 

(４) 営利を目的としない団体であること。 

２ 前項による登録をしようとする団体は、別記第１号様式による千代田区男女共同参画センター団体登録申請

書に区長が必要と認める書類を添えて区長に申請しなければならない。 

３ 区長は、前項の申請を行った団体が第１項に規定する要件を備えていると認めるときは、別記第２号様式に

よる千代田区男女共同参画センター団体登録証（以下「団体登録証」という。）を交付する。 

４ 前項の団体登録証の有効期間は、２年を限度とする。 

（ミーティングコーナー） 

第５条 センター内にミーティングコーナーを設ける。 

２ 前条の規定により登録をした団体は、ミーティングコーナーを利用することができる。 

（図書及び資料の貸出し） 

第６条 センターの図書及び資料の貸出しは、次の者に行うものとする。 

(１) 千代田区立図書館の貸出登録を受けた者 

(２) 第４条により登録をした団体 

(３) 住所又は連絡先を確認できるものを提示した者 

２ 貸出しのできる図書及び資料の数量及び貸出期間は、千代田区立図書館の資料の貸出しの例による。 

（費用負担） 

第７条 センターの利用者は、センターのコピー機を利用するときは、その実費を納付しなければならない。 

２ 前項の費用の徴収額については、別表のとおりとする。 

（利用者の義務） 

第８条 センターの利用者は、その利用について係員の指示に従わなければならない。 

（委任） 
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第９条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成 10 年 10 月１日から施行する。 

附 則（平成 13年 11月１日規則第 57号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 14年５月 15日規則第 50号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成 14 年４月１日から適用する。 

附 則（平成 14年 12月 10 日規則第 79号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 19年６月 15日規則第 25号） 

（施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千代田区分担金等に係る督促及び滞納処分並

びに延滞金に関する規則、千代田区心身障害者支援費支給規則、千代田区男女共同参画センター条例施行

規則、千代田区生活保護法施行細則、千代田区障害者自立支援法施行細則、千代田区会計事務規則及び千

代田区介護保険規則の規定は、平成 19 年５月７日から適用する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の千代田区分担金等に係る督促及び滞納処分並びに延滞金

に関する規則、千代田区心身障害者支援費支給規則、千代田区男女共同参画センター条例施行規則、千代

田区生活保護法施行細則、千代田区障害者自立支援法施行細則、千代田区会計事務規則及び千代田区介

護保険規則各様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則（平成 20年２月 29日規則第８号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成 20 年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の千代田区男女共同参画センター条例施行規則の規定は、平成 19 年５月７日から適

用する。 

附 則（平成 27年４月 13日規則第 34号） 

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の次の各号の規則の規定は、平成 27 年４月１日から

適用する。 

(１) 千代田区組織規則 

(２) 千代田区書庫管理規則 

(３) 千代田区庁有自動車の管理等に関する規則 

(４) 千代田区情報システム運営規則 

(５) 千代田区予算事務規則 

(６) 職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則 

(７) 千代田区会計事務規則 

(８) 千代田区契約事務規則 

(９) 千代田区特別区税条例施行規則 

(10) 千代田区男女共同参画センター条例施行規則 

(11) 千代田区災害対策本部条例施行規則 

(12) 千代田区保育施設等運営基準条例施行規則 

(13) 千代田区学童クラブ条例施行規則 

(14) 千代田区嘱託医設置規則 

(15) 千代田区障害者福祉手当条例施行規則 
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(16) 千代田区一般廃棄物の処理及び再利用に関する規則 

(17) 安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例施行規則 

(18) 千代田区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例施行規則 

(19) 千代田区開発登録簿閲覧所閲覧規則 

(20) 千代田区景観まちづくり条例施行規則 

(21) 千代田区立住宅連絡員規則 

(22) 千代田区営住宅連絡員規則 

(23) 千代田区道路・公園等監理員規則 

附 則（令和３年９月 15 日規則第 50 号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

別表（第７条関係） 

種別 単位 金額 

コピー モノクロ １枚 10円 

カラー １枚 50円 
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別記 

第１号様式（第４条関係） 
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第 2 号様式(第 4 条関係) 
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（5）千代田区男女共同参画センター運営協議会設置要綱 
 
 

（設置） 

第１条 定住人口の減少が続き、少子高齢社会が進行し、地域コミュニティの崩壊も懸念される極めて厳し

い状況にある千代田区において男女がともに個性と能力を十分に生かすことのできる社会の創造は、豊

かで生き生きとした生活を実現するために、重要な課題である。区は、女性・男性問題の解決と、真の男

女共同参画社会の実現のために、区民各層が集い、出会い、学び、活動する拠点として、平成10年10

月に、「千代田区男女共同参画センター」を設置した。このセンターを区民と行政が協力して問題解決に

取り組む、活力ある実践的な活動の場とするため、センター事業の企画及び運営等に関する協議の場と

して「センター運営協議会」（以下「協議会」という。）を設置する。 

（協議事項） 

第２条 協議会の協議事項は次のとおりとする。 

(１) センター事業の企画・計画及び運営に関する事項 

(２) 男女共同参画社会づくりに関する情報・資料収集、提供 

(３) 地域・職場におけるセンター事業のＰＲ、要望等意見集約に関すること 

(４) 定期広報誌の掲載事項の企画検討、原稿収集等に関すること 

（構成） 

第３条 協議会は、区内在住・在勤者及び千代田区男女共同参画センター登録団体等より６名以内（以下

「運営協議会委員」という。）、センター職員２名、国際平和・男女平等人権課職員２名とし、計10名以内

で構成する。 

（委員の委嘱） 

第４条 協議会の委員は、区長が委嘱する。 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、任期満了後も後任者が委嘱されるまでの間、その職務を行な

う。また、再任を妨げない。 

（会長及び副会長） 

第６条 協議会に会長及び副会長を置く。その選出は、委員の互選による。 

２ 会長は、協議会の運営を司る。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（招集） 

第７条 協議会は、会長が招集する。 

（関係者の出席） 

第８条 協議会は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。 

（事務局） 

第９条 協議会の事務局は、地域振興部国際平和・男女平等人権課に置く。 

（補則） 

第10条 この要綱に定めるものの他、協議会の運営に関し、その他必要な事項は別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成10年８月25日から施行する。 

附 則（平成12年４月１日） 

この要綱は、平成12年４月１日から施行する。 
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附 則（平成14年10月15日14千政国発第118号） 

この要綱は、平成14年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年３月29日24千政国男発第245号） 

この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年４月１日27千地国男発第７号） 

この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年４月１日27千地国男発第16号） 

この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 
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